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郵
便
事
業
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
新
旧
対
照
条
文

○
郵
便
事
業
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
百
五
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
委
託
先
の
監
督
）

（
委
託
先
の
監
督
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

３

（
同
上
）

委
託
契
約
時
に
明
確
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

個
人
デ
ー
タ
の
再
委
託
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

三
～
七

（
略
）

二
～
六

（
同
上
）


